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台湾「労働基準法」改正草案に関する情報 

台湾の行政院労働委員会は、現在、「労働基準法」の内容を大幅に改正しようとしている。現

時点において公開されている改正草案の主な内容は、以下のとおりである。 

 

１. 労働者派遣 

台湾の現行の労働基準法には、労働者派遣についての明文規定がない。労働者派遣は、

この数年の間に台湾で盛んに行われるようになり、台湾の行政院主計処による最近の統計資

料によれば、臨時雇用労働者及び労働者派遣の総人数は既に５０万人に達している。このよ

うに膨大な数の労働者が派遣という労働形態で働いているが、労働基準法には労働者派遣に

ついての明文規定がないため、労働者派遣に関連する労使争議が頻繁に発生している。 

今回の改正草案では、労働者派遣に関連して、派遣事業組織、派遣を必要とする組織

（派遣先）、派遣労働者、派遣契約等の定義が明確に盛り込まれている。また、企業が使用

できる派遣労働者の人数については、労使関係の安定を図るため、原則として事業組織の総

人数の１０％を超えてはならないと規定されている。このほか、労働者派遣がもたらす不安

定な労使関係が職場における安全性を損なうおそれがあること、法律により別途任用のルー

トが規定されていること等1を考慮し、医療・警備・航空・船員・大衆輸送・採掘等の業種

は、いずれも派遣労働者を使用することができないとされている。 

このほか、雇用主が短期契約の締結により長期雇用を避けることを回避するため、草案

には労働契約は不定期間契約を原則としなければならないことも規定されている。但し、

「雇用主が特定の期間において完成させることのできる業務のために労働者を雇用する場

合」、「経営上の一時的な必要により労働者を雇用する場合」、又は「労働者の賃金が政府

の就業促進計画経費等から支出されている場合」であれば、労働者と定期間契約を締結する

ことができるとされている。 

 

２. 労働者の「最低勤務年限」を約定することの原則的禁止 

労働者が最低勤務年限の満了前に任意に離職できないようにするため、最低勤務年限の

満了前の離職について、巨額の賠償金を事前に約定する傾向があったが、これを回避するた

                                                 

1
 台湾の「医事人員人事条例」の第５条によると、各医療機関が外部から医療人員を採用する際、法

的手続きに従い、有資格者の中から公開競争の方式でこれを選任しなければならないとされている。

そのため、医療人員を派遣労働者として雇用してはならないことになる。 
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め、本草案には最低勤務年限を約定することを禁止する規定が盛り込まれている。但し、

「労働者の具備する専門の技術及び知識が、雇用主が一定の業務を完成させるために必要で

ある場合」、及び「雇用主が労働者のために専門技術のトレーニングを行い、専門トレーニ

ング費用を提供している場合」においては、このような約定は例外的に認められている。さ

らに、労働者の責めに帰することのできない事由により、労働者が最低年限の満了前に離職

した場合、労働契約に違約金又は賠償金について約定がなされていたとしても、労働者は原

則として賠償責任を負わないとされている。 

 

３. 労働者の「離職後の競業避止」を約定することの原則的禁止 

台湾の労働関連法令には、労働者の「離職後の競業避止」を約定することについての明

文規定はなく、これまで禁止されていなかった。しかし、台湾の裁判所は、雇用主が労働者

と不合理な競業避止条件、又は不合理な競業避止期間を約定した場合、このような約定は無

効、又は比較的長期の競業避止期間については短縮する旨の判決を下していた。二年を超え

た競業避止期間を二年までに短縮させられた判例も散見される。 

今回の草案は、裁判所のこれまでの見解を明文化している。まず、下記の四つの条件を

満たさない場合、離職後の競業避止についての約定は無効とされる。 

① 競業避止についての約定が雇用主の正当な営業利益を保護することを可能とする場合。 

② 元の勤務先における労働者の職位がその雇用主の営業秘密を知り得る場合。 

③ 競業避止条項により禁止される期間・区域・職業活動の範囲・再就業先が合理的な範疇

を超えていない場合。 

④ 競業避止について約定する場合、労働者が競業行為に従事しないことにより被る損害に

ついて合理的な補償を行わなければならない。 

さらに、離職後の競業避止期間は、２年が上限とされている。 

 

労働者委員会は各界からの意見を聴取した後、適切な修正を行い、改正案の内容を確定させ

る。確定した改正草案は台湾の立法院に送られ、審議されることになる。 

以上 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＊本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するも

のではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可

能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は、弊事

務所にご相談ください。 


